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第７期嬉野市農業委員会 第 12 回定例総会議決一覧 

 

 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第 1 号  
農地法第 4条第 1項第 6号の規定による届出につ

いて 
  

 1 久間椿原    有蓋防火水槽設置 R7. 7.1 報 告 

     

議案第 1 号  農用地利用集積等促進計画案について   

  賃借権設定（中間管理機構）   

 1～10 
久間丹生野 外 15 筆 

 賃貸借権・使用貸借権 
R7. 7.1 承 認 

     

議案第 2 号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 1 下野三本松 外 3 筆    売買 R7. 7.1 許 可 

     

議案第 3 号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 1 谷所永石   外 2 筆    駐車場 R7. 7.1 承 認 

     

議案第 4 号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 1 下宿三本松  一般住宅 R7. 7.1 承 認 

 2 下宿一本栗  店舗兼住宅 R7. 7.1 承 認 

 3  下野二本杉  一般住宅 R7. 7.1 承 認 

     

議案第 5 号  非農地証明願について   

 1 岩屋川内島ノ元      雑種地 R7. 7.1 決 定 

            



  第７期嬉野市農業委員会 第 12 回定例総会議事録 

 

 

１ 招集年月 日  令和 7 年 7 月 1 日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 3-2 会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会  ７月１日 午後１時３０分 議長 石橋 勇市 
    及 び 宣 告  閉会  ７月１日 午後２時２４分 議長 石橋 勇市 

 

４ 会議の公開の  公開 

  可否・理 由  農業委員会等に関する法律第 32 条 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 〇 議   長 ７ 田中 嘉靖 〇  

１ 嬉野 奉文 ○ 
憲 章 朗 読

議事録署名 
８ 永尾 智子 〇  

２ 吉田 正幸 ○ 議事録署名 ９ 中村 法嗣 〇  

３ 織田 伊津子 ○  １０ 峰松 善継 〇  

４ 前田 安一 ○  １１ 辻 知子 ○  

５ 志田 義信 ○  １２ 峰 正已 ×  

６ 梶原 文雄 ○ 事前審査班長  

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

大 曲  ○ 局 長 永 田 ○ 主 査 

西 田 ○ 主 任 中 山 ×  

 

農業委員会以外の出席者：農業政策課 主任 東  

 



６ 報 告 

報告第１号 農地法第 4 条第 1 項第 6 号の規定による届出について ・・・・・・ １件 

 

７ 議 案 

 議案第１号 農用地利用集積等促進計画案について ・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第２号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  １件 

議案第３号 農地法第４条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  １件 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  ３件 

議案第５号 非農地証明願について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 

 

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、峰委員が欠席ではありますが、定足数に達しておりますので石橋会長

の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 

会  長  （挨拶等）梅雨明けで酷暑が続きますが体調を整えて農作業等にもあたられて

下さい。早いもので今年も半年が過ぎましたが、委員会活動も皆様の協力の

お蔭で色々と問題を抱えながらも順調に遂行できておりますことに感謝い

たします。 

       本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号 12 番 峰 正已 委員 が欠席の

ため 1 番 嬉野 奉文  委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。  

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 

議  長  それでは、ただ今から、第７期嬉野市農業委員会第 12 回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告 1 件、議案 16 件で、審議事項は 17 件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号 1 番 嬉野 奉文 委員と 2 番 吉田 正幸 

委員 を指名します。よろしくお願いします。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、報告第 1 号 農地法第４条第１項第６号の規定による届出について

を議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 1 ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、○○ ○○ 様 です。 

      所在地は、大字 久間 椿原 甲○○番 

地目は田、面積は 226 ㎡です。 

      用途は、有蓋防火水槽設置（地域の消防力を高め、安全安心の確保に資するた

め、有蓋防火水槽用地として整備したい）ということです。 

      隣接は、東西は田、南は道路、北は水路 です。 

      図面は 2 ページと 3 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、志田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当   （説明等）この地区は久間の南志田地区で申請地の上の方には 10 軒ほど家

があるにもかかわらず、水利の確保が困難な地域のため、今回の申請に至っ

ております。ちなみに地域の方による要望案件です。 

議  長  続いて、事前審査の結果について梶原委員、班長として報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）事前審査は暑い中にお疲れ様でした。さて、この

申請農地は現在耕作されておらず、転用としては問題ないと思います。 

 



議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  （質問等）中村委員～ この防火水槽の容量はどれくらいですか。 

事 務 局  （説明等）担当部署に確認したところ 40ｔの計画だそうです。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、報告第 1 号 整理番号第１番を終わりま

す。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第 1 号 農用地利用集積等促進計画案に

ついて、を議題とします。 

       皆さんに、お諮りします。 

貸借
たいしゃく

権
けん

設定について、申請番号 1 番から 10 番までについて、 一括審議し

たいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 10 番までに

ついて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表 1 ページから 3 ベージをご覧ください。 

貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 10 番までについてです。 

貸し手人は 塩田町大字久間丙○○番地  の○○ ○○ 様、外 9 名様 

借り手人は 塩田町大字久間丙○○番地 の○○ ○○ 様、外 7 名様です。 

所在地は、大字久間 丹生野 丙○○番  外 15 筆、 

地目は田・畑で、面積は田が 12,923 ㎡、畑が 5,074.75 ㎡、 

田畑の合計で 17,997.75 ㎡です。 

利用権は、賃貸借権
ちんたいしゃくけん

・使用貸借権
たいしゃくけん

で、期間は令和 7 年 9 月 1 日から令和 22

年 8 月 31 日までです。 

県の公告は令和 7 年 8 月 29 日の予定です。 

公益社団法人 佐賀県農業公社 が転貸人
てんたいにん

であります。 

計画内容については、法で定められる各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 10 番までについて、質

疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 



農業政策課   （回答等）な し 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番か

ら 10 番までについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手

をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 1 号  農用地利用集積等促進計画案について 貸借権
たいしゃくけん

設定 につい

て、申請番号 1 番から 10 番までについては、原案のとおり承認することに決

定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 2 号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題

とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 4 ページ、整理番号 1 番、売買（空き屋へ移住される予定)による所有

権の移転です。 

      譲渡人は 福岡県遠賀郡 の ○○ ○○ 様、 

      譲受人は 佐世保市   の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 下野 三本松 甲○○番 外 3筆、  

地目は、すべて畑で、面積は合計で 3,215 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止ため、譲受理由は宅地と一体で購入です。 

売買価格は、反当たり 604,448 円、全体で 1,943,299 円です。 

図面は 5 ページから 6 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号 1 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 1 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第 2 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 1 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 3 号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題

とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 7 ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 永石 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 谷所 永石 甲○○番 外 1 筆、 

地目は田・畑で、面積は田が 138 ㎡、畑が 149 ㎡、 

合計で 287 ㎡です。 

農地区分は第 2 種農地、用途目的は 駐車場 です。 

事由は、息子家族と同居することになり、自家用車が増え、駐車スペースが不

足しているため、駐車場用地として転用したい ということです。 

東は田、西南は畑、北は宅地 です。 

      図面は 8 ページから 9 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  吉田委員､地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）上が田で、下が畑となっています。現状として農地を維持するこ

とが困難となってあるため、今回の申請はやむを得ないというところです。 

 

議  長  梶原班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）きちんとした計画をされ、ﾌﾞﾛｯｸを積むなどの施

工もされるし、近隣農地に迷惑もかからないため問題ないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 4 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 10 ページ、整理番号１番です。 

貸付人は  式 浪 の ○○ ○○ 様、 

借受人は  式 浪 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 下野 三本松 丙 160 番  

地目は畑で、面積は 253 ㎡です。 

農地区分は第 2 種農地、用途目的は一般住宅です。 

事由は、現在両親と同居していますが、生活環境の変化に伴い手狭となった

ため、親名義の土地を使用貸借し、同時利用地の宅地の一部とともに、一般住

宅用地として転用したい ということで、始末書も添付されています。 

東南北は宅地、西は里道・宅地です。 

親族間の使用貸借になります。 

図面は 11 ページから 12 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  田中委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）昔は製材所を営まれていました。現在家族が 8 人いらっしゃいま

すので、ようやく家を建てる段取りができたとの事です。排水計画もされて

おり問題ないと思います。 

 

議  長  梶原班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）地域担当委員からも説明があったとおり、雨水対

策もされており、特に問題はないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 



委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 4 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 2 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 2 番です。 

譲渡人は  今 寺 の ○○ ○○ 様、 

譲受人は  三 坂 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 下宿 一本栗 甲○○番  

地目は田(現況:畑)で、面積は 919 ㎡です。 

農地区分は第 3 種農地、用途目的は店舗兼住宅です。 

事由は、美容室を併設した住宅建築を計画し、土地を探していました。申請

地は、道路の利便性も良く適地であるため、店舗兼住宅として転用したい と

いうことです。 

東南は水路、西北は道路です。 

売買価格は、反当たり 8,161,045 円、全体で 7,500,000 円です。 

図面は 13 ページから 14 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  嬉野委員  地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）この場所は県道 1 号線と隣接しておりまして、雨水等についても

地域の生産組合長の承諾も取れているため問題はないと思います。 

 

議  長  梶原班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）立地条件も問題なく、下水や雨水の対策も取って

あるので問題はないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 



議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 2 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 4 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 2 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 3 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 3 番です。 

貸付人は  下 宿 の ○○ ○○ 様、 

借受人は  下 宿 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 下宿 二本杉 甲○○番 

地目は畑で、面積は 363 ㎡です。 

農地区分は第 3 種農地【第一種住居地域】、用途目的は一般住宅です。 

事由は、現在アパート住まいで、生活環境の変化に伴い手狭となったため、

申請地を一般住宅用地として転用したい ということです。 

東南は宅地、西北は道路です。 

親族間の使用貸借によるものです。 

図面は 15 ページから 16 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  嬉野委員 ､地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）ここは下宿区で住宅地に囲まれています。また、将来は都市計画

道路の整備計画もありますし、施工に際し３ｍほど引いて作られるそうです。

下水や排水も問題はないと思いますのでご審議の方よろしくお願いします。 

 

議  長  梶原班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）見てのとおり周辺を住宅で囲まれており、先ほど

地域担当員より説明があったとおり問題はないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 



 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 3 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 4 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 3 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 5 号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 17 ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 温泉 3 区 の ○○ ○○ 様 

      所在地は、大字 岩屋川内 島ノ元 甲○○番 

地目は田(現況:雑種地)で、面積は 1,008 ㎡です。 

状況は、雑種地 です。 

事由は、申請地は平成 4 年 8 月 28 日付けで「賃貸住宅、駐車場」として農地

法第 5 条の許可を受けましたが当時、地目変更登記の手続きが完了せず今日に

至っております。登記地目を変更するため非農地証明をお願いしたい という

ことで始末書も添付されています。 

      東は水路、西は道路、南は宅地、北は田 です。 

図面は 18 ページから 19 ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  峰松 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）以前から土木業者の資材置場として使われていました。しかし、

申請者が農地とは知らなかったので今回の申請に至りました。 

 

議  長  梶原 委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長   （説明、事前審査の結果報告等）課税も雑種地でなされており、相当年数が

経過しているため、申請についてはやむを得ないと思っています。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）嬉野委員～ 5 条の許可後は 2 年ぐらいでしなければならないの

では。なお、指導やパトロールはしていないのか。 

事 務 局   （説明等）転用確認はしますが、許可後は地域の農業委員が確認することと

しています。 

議  長  他にありませんか。 



委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 5 号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとお

り非農地証明することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第７期嬉野市農業委員会第 12 回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ２時 ２４分 閉会 ） 

議  長  それでは、その他の事項について、事務局説明をお願いします。 

局  長  次の総会と事前審査の日程についてお知らせします。 

      次回、第 13 回の総会は、令和 7 年 8 月 1 日 金曜日、午後１時３０分から、 

◎嬉野市役所 塩田庁舎 3-2 会議室 で開催します。 

事前審査は、7 月 30 日 水曜日 午前８時半から実施です。 

担当は 3 班（1Ｇｒ）です。 
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